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■訪問看護ステーションが購入・保管可能な医薬品・衛生材料等の整理 

訪問看護ステーションにおける一部医薬品・衛生材料等の購入・保管については、

平成 23 年 5 月 13 日付で、厚生労働省医薬食品局長より「薬事法の一部を改正する法

律等の施行等についての一部改正について」通知が発出されております。これにより、

訪問看護ステーションが滅菌消毒用医薬品などを卸売販売業者から直接購入し、保管

することが認められております。 

この度、10 月 19 日付で、本件に関する疑義照会資料（Ｑ＆Ａ）等が発出され、訪

問看護ステーションが購入・保管できる医薬品・衛生材料等の具体的な品目が、【別

紙１】のとおり整理されました。 

 

 

●訪問看護ステーションが卸から直接購入できる医薬品 

（従前より使用・保管することは可能）       ⇒【別紙１】表１のとおり 

 

 ●訪問看護ステーションが購入・保管できる衛生材料、医療機器等の具体例 

                          ⇒【別紙１】表２のとおり 

 

 

■購入した場合の請求方法は、事前に医療機関と取り決めを 

 医師の指示にもとづき個別の患者への処置等に使用する医薬品・衛生材料について

は、医療機関に提供義務があります。訪問看護のためにステーションがこれらを購入

し、提供しても、費用を利用者に請求することはできません。 

訪問看護ステーションは、緊急訪問などで医薬品等を立替購入した場合の請求につ

いてあらかじめ医療機関と取り決めをし、利用者に負担のかからないよう留意する必

要があります。 

 貴会におかれましては、今後とも訪問看護が円滑に実施できるよう、貴都道府県下

の訪問看護ステーション及び関係機関へのご周知をお願いいたします。 

 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝにおける医薬品等の購入・保管について 
厚生労働省より疑義照会資料の発出 


